
　問合せ　福祉課 戸籍住民グループ　 ☎２１―２１２０

マイナンバーカードについてのお知らせ

【マイナンバーカードのお受取り、お忘れではありませんか？】

　マイナンバーカードのお渡しの準備が完了した方に役場からハガキを送付しております。
　ハガキに記載されている受け取り期限が経過していても受け取りができますので、ご都合に合わせて、福
祉課までお越しください。
　なお、受け取りは、原則ご本人に限ります。

○マイナンバーカード受取りの際に必要なもの：
・ハガキ、通知カード
・本人確認ができるもの
①　運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的な身分証明証の場合は１点
②　①の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳など、氏名が書かれたものを２点ご持参
　ください。（詳細はハガキの裏面に記載しています。）
※ハガキを紛失された方もカードの受け取りができますので、お問合せください。

【マイナンバーカードをつくりましょう！】
　町では、マイナンバーカードの普及促進に取り組んでおります。ご自分のスマートフォンやパソコンで申請がで

きます。

　また、マイナポイントを受け取るためには、９月末までにマイナンバーカードの申請が必要です。この機会に、

マイナンバーカードを取得しましょう！

　なお、申請や手続きにお困りの方は、役場で申し込みのお手伝いができますので、福祉課戸籍住民グループまで

ご相談ください。

〇マイナンバーカード申請手続きの際には、次による本人確認ができるものが必要です。

　　①　運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的な身分証明証の場合は１点

　　②　①の本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳などの氏名が書かれたものを２点ご持参く

　　　　ださい。

○マイナポイント申請の際に必要なもの：

　　マイナンバーカード、保険証、通帳（公金受け取り口座用）、ポイントを付与したい決済サービスのカード

　　※パソコンで申請される方は、別途カードリーダーが必要です。
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